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衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
政
府
・

与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
主
宰
す
る
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
に
お
い
て
平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
高
齢
者
の
た
め
の
新
た
な
医
療
制
度
等
に
つ
い
て
（
最
終
と
り
ま
と

め
）
」
等
を
踏
ま
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
政
府
と
し
て
は
、
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
等
に
お
け
る

議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
軽
減
及
び
各
医
療
保
険
制
度
の
七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で

の
加
入
者
の
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
に
係
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お

一



い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
財
政
安
定
化

基
金
等
の
活
用
に
よ
る
保
険
料
率
の
増
加
の
抑
制
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
、
適
切
に
定
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、

具
体
的
な
保
険
料
率
及
び
そ
の
増
加
の
抑
制
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
見
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


